
ｸｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨ 荒川静香選手の金ﾒﾀﾞﾙ獲得に沸いた、ﾄﾘﾉ冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸでした。ﾌｨｷﾞｱｽｹｰﾄをよく分からない

私でさえ、優雅で美しい荒川選手の演技に言葉では言い表せない感動が込み上げてきました。自分らしさと

究極の美を追い求めたことが、勝利の女神が微笑んだ要因だったように思います。あまりの感動に少し長い

書き始めになってしまいましたが、ご容赦ください。さて今回のお話ですが、平成１６年６月に道路交通法の

一部が改正され、今年の６月１日から施行される駐車違反取締りの変更についてお話したいと思います。

VOL.70　駐車違反取締りの変更の話
違法駐車取締りの変更箇所

1.) 車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度の導入

駐車違反が確認された車両の運転者が反則金を納付しない場合、その車両の所有者などに反則金の納付

が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用

制限が命ぜられます。

2.) 民間の駐車監視員による駐車違反確認の実施

民間の駐車監視員が巡回し、駐車違反の車両を確認した場合、確認標章を取付ます。駐車監視員は、地域

住民の意見・要望などを踏まえ策定・公表されたｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの定める場所・時間帯を重点に活動を行います。

3.) 悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車の取締りの実施

交通の大きな妨げになったり、事故の原因にも成りかねない危険な駐車に関して、駐車時間の長短に関わら

ず確認標章を取付ます。

4.) 車検拒否制度の実施

駐車違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象になるだけでは

なく、違反を車両の車検を受けることができなくなります。

以上４つが変更箇所になります。上記 1.)に「所有者など」とお書きしましたが、法律上は、車両を使用する

権限を有し、車両の運行を支配、監督する車両の使用者が命令の対象となります。つまりﾘｰｽ契約車両や

販売会社などが所有者になっている場合は、あくまでも車検証に記載してある使用者に反則金の納付が

命ぜられることになります。ここで考えられることは、○○重機が使用しているｸﾚｰﾝ車が駐車違反を犯し、

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの方が反則金を納付していないと、○○重機に反則金の納付が命ぜられ、更に反則金を滞納すると

その車両の車検が受けられなくなります。

新しい駐車違反取締りの手続きの流れ 　警察官などが駐車違反を確認すると、確認標章を取付します。

　この確認標章は違反車両の使用者・運転者・管理責任者など

　により取外すことができますが、それ以外の者が取外すと処罰

　されます。

　確認標章が取付られてから、３日程度経過後に

　公安委員会から弁明通知書などが送付され、

　使用者に弁明の機会が与えられます。この時点で

　違反金を仮納付することができます。仮納付した

　場合には、納付命令が下されたときに、違反金を

　納付したとみなされます。

　確認標章が取付された日の翌日から３０日経過した

　日以後に、公安委員会から使用者に違反金納付

　命令が下されます。この時点で違反金を納付すれば、

　車検拒否の対象外となりす。

　違反金納付命令が下されたにも拘わらず、納付期限

　内に違反金を納付しないと、公安委員会から督促状

　が送付され、車検拒否制度の対象者として、国土

　交通大臣に必要事項が通知されます。

　督促されたにも拘わらず、違反金を納付しない使用者

　に対して催促状の送付され、必要に応じて使用者の

　預金口座の差し押さえなどが行われます。
　　　ご不明な点、分からない事等ありましたら是非ご相談ください。
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